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２　償却資産の価格等に関する調
①　合　　計
⑴　全　国　計

（単位：千円）

種 類 決 定 価 格 課 税 標 準 額

課 税 標 準 額 の 内 訳

課 税 標 準 の 特 例 規 定	
の 適 用 を 受 け る も の

イ

イ 以 外 の も の
ロ

市
町
村
長
が
価
格
等
を
決
定
し
た
も
の

構 築 物 19,796,268,834 19,354,722,545 409,166,406 18,945,556,139 

機 械 及 び 装 置 38,686,342,006 37,987,998,852 543,075,211 37,444,923,641 

船 舶 424,407,227 238,665,466 154,450,339 84,215,127 

航 空 機 29,607,499 29,185,078 655,387 28,529,691 

車 両 及 び 運 搬 具 468,589,951 461,875,686 7,920,359 453,955,327 

工 具 ･ 器 具 及 び 備 品 13,879,482,299 13,843,062,968 44,612,037 13,798,450,931 

小 計 ハ 73,284,697,816 71,915,510,595 1,159,879,739 70,755,630,856 

関

係

法
第
三
八
九
条

総務大臣が価格等を決定し、配分したもの 40,241,580,043 35,507,180,613 - -

道府県知事が価格等を決定し、配分したもの 2,412,242,758 1,981,130,276 - -

小 計 ニ 42,653,822,801 37,488,310,889 - -

法第 743 条第 1項の規定により道府県知事が価格等
を決定したもの	 ホ 154,558,669 152,259,769 - -

合 　 計 ハ＋ニ＋ホ 116,093,079,286 109,556,081,253 - -

同
上
内
訳

市 町 村 分 の 額 - 109,438,210,945 - -

道 府 県 分 の 額 - 117,870,308 - -
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⑵　大 都 市 計
（単位：千円）

種 類 決 定 価 格 課 税 標 準 額

課 税 標 準 額 の 内 訳

課 税 標 準 の 特 例 規 定	
の 適 用 を 受 け る も の

イ

イ 以 外 の も の
ロ

市
町
村
長
が
価
格
等
を
決
定
し
た
も
の

構 築 物 7,229,671,072 7,127,138,354 102,443,446 7,024,694,908 

機 械 及 び 装 置 7,607,472,164 7,404,386,851 164,348,712 7,240,038,139 

船 舶 104,691,108 69,788,654 34,380,958 35,407,696 

航 空 機 11,534,513 11,310,709 447,608 10,863,101 

車 両 及 び 運 搬 具 129,024,432 124,000,870 6,521,325 117,479,545 

工 具 ･ 器 具 及 び 備 品 5,512,855,296 5,502,852,923 23,257,755 5,479,595,168 

小 計 ハ 20,595,248,585 20,239,478,361 331,399,804 19,908,078,557 

関

係

法
第
三
八
九
条

総務大臣が価格等を決定し、配分したもの 9,478,867,859 8,454,844,129 - -

道府県知事が価格等を決定し、配分したもの 329,311,545 279,715,445 - -

小 計 ニ 9,808,179,404 8,734,559,574 - -

法第 743 条第 1項の規定により道府県知事が価格等
を決定したもの	 ホ - - - -

合 　 計 ハ＋ニ＋ホ 30,403,427,989 28,974,037,935 - -

同
上
内
訳

市 町 村 分 の 額 - 28,974,037,935 - -

道 府 県 分 の 額 - - - -
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⑶　都 市 計
（単位：千円）

種 類 決 定 価 格 課 税 標 準 額

課 税 標 準 額 の 内 訳

課 税 標 準 の 特 例 規 定	
の 適 用 を 受 け る も の

イ

イ 以 外 の も の
ロ

市
町
村
長
が
価
格
等
を
決
定
し
た
も
の

構 築 物 10,821,936,979 10,549,906,018 246,465,819 10,303,440,199 

機 械 及 び 装 置 26,787,436,552 26,377,961,911 306,978,273 26,070,983,638 

船 舶 260,219,743 138,216,341 97,123,754 41,092,587 

航 空 機 12,098,688 11,903,820 200,279 11,703,541 

車 両 及 び 運 搬 具 287,064,933 285,511,850 1,274,800 284,237,050 

工 具 ･ 器 具 及 び 備 品 7,477,798,752 7,459,157,149 15,588,300 7,443,568,849 

小 計 ハ 45,646,555,647 44,822,657,089 667,631,225 44,155,025,864 

関

係

法
第
三
八
九
条

総務大臣が価格等を決定し、配分したもの 23,120,639,331 20,190,144,479 - -

道府県知事が価格等を決定し、配分したもの 1,202,322,731 917,378,538 - -

小 計 ニ 24,322,962,062 21,107,523,017 - -

法第 743 条第 1項の規定により道府県知事が価格等
を決定したもの	 ホ - - - -

合 　 計 ハ＋ニ＋ホ 69,969,517,709 65,930,180,106 - -

同
上
内
訳

市 町 村 分 の 額 - 65,930,180,106 - -

道 府 県 分 の 額 - - - -
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⑷　町 村 計
（単位：千円）

種 類 決 定 価 格 課 税 標 準 額

課 税 標 準 額 の 内 訳

課 税 標 準 の 特 例 規 定	
の 適 用 を 受 け る も の

イ

イ 以 外 の も の
ロ

市
町
村
長
が
価
格
等
を
決
定
し
た
も
の

構 築 物 1,744,660,783 1,677,678,173 60,257,141 1,617,421,032 

機 械 及 び 装 置 4,291,433,290 4,205,650,090 71,748,226 4,133,901,864 

船 舶 59,496,376 30,660,471 22,945,627 7,714,844 

航 空 機 5,974,298 5,970,549 7,500 5,963,049 

車 両 及 び 運 搬 具 52,500,586 52,362,966 124,234 52,238,732 

工 具 ･ 器 具 及 び 備 品 888,828,251 881,052,896 5,765,982 875,286,914 

小 計 ハ 7,042,893,584 6,853,375,145 160,848,710 6,692,526,435 

関

係

法
第
三
八
九
条

総務大臣が価格等を決定し、配分したもの 7,642,072,853 6,862,192,005 - -

道府県知事が価格等を決定し、配分したもの 880,608,482 784,036,293 - -

小 計 ニ 8,522,681,335 7,646,228,298 - -

法第 743 条第 1項の規定により道府県知事が価格等
を決定したもの	 ホ 154,558,669 152,259,769 - -

合 　 計 ハ＋ニ＋ホ 15,720,133,588 14,651,863,212 - -

同
上
内
訳

市 町 村 分 の 額 - 14,533,992,904 - -

道 府 県 分 の 額 - 117,870,308 - -
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②　個　　人
⑴　全　国　計

（単位：千円）

種 類 決 定 価 格 課 税 標 準 額

課 税 標 準 額 の 内 訳

課 税 標 準 の 特 例 規 定	
の 適 用 を 受 け る も の

イ

イ 以 外 の も の
ロ

市
町
村
長
が
価
格
等
を
決
定
し
た
も
の

構 築 物 693,903,537 693,053,131 1,165,174 691,887,957 

機 械 及 び 装 置 298,666,510 297,624,726 1,426,575 296,198,151 

船 舶 44,762,193 23,554,446 20,047,234 3,507,212 

航 空 機 23,999 23,999 - 23,999 

車 両 及 び 運 搬 具 8,505,705 8,495,925 12,563 8,483,362 

工 具 ･ 器 具 及 び 備 品 257,897,456 257,606,022 296,785 257,309,237 

小 計 ハ 1,303,759,400 1,280,358,249 22,948,331 1,257,409,918 

関

係

法
第
三
八
九
条

総務大臣が価格等を決定し、配分したもの 4,228,605 2,294,309 - -

道府県知事が価格等を決定し、配分したもの - - - -

小 計 ニ 4,228,605 2,294,309 - -

法第 743 条第 1項の規定により道府県知事が価格等
を決定したもの	 ホ - - - -

合 　 計 ハ＋ニ＋ホ 1,307,988,005 1,282,652,558 - -

同
上
内
訳

市 町 村 分 の 額 - 1,282,652,558 - -

道 府 県 分 の 額 - - - -
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⑵　大 都 市 計
（単位：千円）

種 類 決 定 価 格 課 税 標 準 額

課 税 標 準 額 の 内 訳

課 税 標 準 の 特 例 規 定	
の 適 用 を 受 け る も の

イ

イ 以 外 の も の
ロ

市
町
村
長
が
価
格
等
を
決
定
し
た
も
の

構 築 物 243,630,479 243,551,978 125,880 243,426,098 

機 械 及 び 装 置 52,923,202 52,843,248 139,771 52,703,477 

船 舶 2,645,215 1,585,023 1,060,169 524,854 

航 空 機 2,960 2,960 - 2,960 

車 両 及 び 運 搬 具 304,523 304,523 - 304,523 

工 具 ･ 器 具 及 び 備 品 88,132,450 88,106,110 29,349 88,076,761 

小 計 ハ 387,638,829 386,393,842 1,355,169 385,038,673 

関

係

法
第
三
八
九
条

総務大臣が価格等を決定し、配分したもの 19,593 9,796 - -

道府県知事が価格等を決定し、配分したもの - - - -

小 計 ニ 19,593 9,796 - -

法第 743 条第 1項の規定により道府県知事が価格等
を決定したもの	 ホ - - - -

合 　 計 ハ＋ニ＋ホ 387,658,422 386,403,638 - -

同
上
内
訳

市 町 村 分 の 額 - 386,403,638 - -

道 府 県 分 の 額 - - - -
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⑶　都 市 計
（単位：千円）

種 類 決 定 価 格 課 税 標 準 額

課 税 標 準 額 の 内 訳

課 税 標 準 の 特 例 規 定	
の 適 用 を 受 け る も の

イ

イ 以 外 の も の
ロ

市
町
村
長
が
価
格
等
を
決
定
し
た
も
の

構 築 物 370,978,787 370,520,441 528,588 369,991,853 

機 械 及 び 装 置 156,648,529 155,902,963 1,010,419 154,892,544 

船 舶 25,868,488 13,503,341 11,652,971 1,850,370 

航 空 機 8,560 8,560 - 8,560 

車 両 及 び 運 搬 具 3,678,826 3,669,946 11,662 3,658,284 

工 具 ･ 器 具 及 び 備 品 147,639,008 147,429,530 205,706 147,223,824 

小 計 ハ 704,822,198 691,034,781 13,409,346 677,625,435 

関

係

法
第
三
八
九
条

総務大臣が価格等を決定し、配分したもの 3,360,564 1,804,068 - -

道府県知事が価格等を決定し、配分したもの - - - -

小 計 ニ 3,360,564 1,804,068 - -

法第 743 条第 1項の規定により道府県知事が価格等
を決定したもの	 ホ - - - -

合 　 計 ハ＋ニ＋ホ 708,182,762 692,838,849 - -

同
上
内
訳

市 町 村 分 の 額 - 692,838,849 - -

道 府 県 分 の 額 - - - -
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⑷　町 村 計
（単位：千円）

種 類 決 定 価 格 課 税 標 準 額

課 税 標 準 額 の 内 訳

課 税 標 準 の 特 例 規 定	
の 適 用 を 受 け る も の

イ

イ 以 外 の も の
ロ

市
町
村
長
が
価
格
等
を
決
定
し
た
も
の

構 築 物 79,294,271 78,980,712 510,706 78,470,006 

機 械 及 び 装 置 89,094,779 88,878,515 276,385 88,602,130 

船 舶 16,248,490 8,466,082 7,334,094 1,131,988 

航 空 機 12,479 12,479 - 12,479 

車 両 及 び 運 搬 具 4,522,356 4,521,456 901 4,520,555 

工 具 ･ 器 具 及 び 備 品 22,125,998 22,070,382 61,730 22,008,652 

小 計 ハ 211,298,373 202,929,626 8,183,816 194,745,810 

関

係

法
第
三
八
九
条

総務大臣が価格等を決定し、配分したもの 848,448 480,445 - -

道府県知事が価格等を決定し、配分したもの - - - -

小 計 ニ 848,448 480,445 - -

法第 743 条第 1項の規定により道府県知事が価格等
を決定したもの	 ホ - - - -

合 　 計 ハ＋ニ＋ホ 212,146,821 203,410,071 - -

同
上
内
訳

市 町 村 分 の 額 - 203,410,071 - -

道 府 県 分 の 額 - - - -
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③　法　　人
⑴　全　国　計

（単位：千円）

種 類 決 定 価 格 課 税 標 準 額

課 税 標 準 額 の 内 訳

課 税 標 準 の 特 例 規 定	
の 適 用 を 受 け る も の

イ

イ 以 外 の も の
ロ

市
町
村
長
が
価
格
等
を
決
定
し
た
も
の

構 築 物 19,102,365,297 18,661,669,414 408,001,232 18,253,668,182 

機 械 及 び 装 置 38,387,675,496 37,690,374,126 541,648,636 37,148,725,490 

船 舶 379,645,034 215,111,020 134,403,105 80,707,915 

航 空 機 29,583,500 29,161,079 655,387 28,505,692 

車 両 及 び 運 搬 具 460,084,246 453,379,761 7,907,796 445,471,965 

工 具 ･ 器 具 及 び 備 品 13,621,584,843 13,585,456,946 44,315,252 13,541,141,694 

小 計 ハ 71,980,938,416 70,635,152,346 1,136,931,408 69,498,220,938 

関

係

法
第
三
八
九
条

総務大臣が価格等を決定し、配分したもの 40,237,351,438 35,504,886,304 - -

道府県知事が価格等を決定し、配分したもの 2,412,242,758 1,981,130,276 - -

小 計 ニ 42,649,594,196 37,486,016,580 - -

法第 743 条第 1項の規定により道府県知事が価格等
を決定したもの	 ホ 154,558,669 152,259,769 - -

合 　 計 ハ＋ニ＋ホ 114,785,091,281 108,273,428,695 - -

同
上
内
訳

市 町 村 分 の 額 - 108,155,558,387 - -

道 府 県 分 の 額 - 117,870,308 - -
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⑵　大 都 市 計
（単位：千円）

種 類 決 定 価 格 課 税 標 準 額

課 税 標 準 額 の 内 訳

課 税 標 準 の 特 例 規 定	
の 適 用 を 受 け る も の

イ

イ 以 外 の も の
ロ

市
町
村
長
が
価
格
等
を
決
定
し
た
も
の

構 築 物 6,986,040,593 6,883,586,376 102,317,566 6,781,268,810 

機 械 及 び 装 置 7,554,548,962 7,351,543,603 164,208,941 7,187,334,662 

船 舶 102,045,893 68,203,631 33,320,789 34,882,842 

航 空 機 11,531,553 11,307,749 447,608 10,860,141 

車 両 及 び 運 搬 具 128,719,909 123,696,347 6,521,325 117,175,022 

工 具 ･ 器 具 及 び 備 品 5,424,722,846 5,414,746,813 23,228,406 5,391,518,407 

小 計 ハ 20,207,609,756 19,853,084,519 330,044,635 19,523,039,884 

関

係

法
第
三
八
九
条

総務大臣が価格等を決定し、配分したもの 9,478,848,266 8,454,834,333 - -

道府県知事が価格等を決定し、配分したもの 329,311,545 279,715,445 - -

小 計 ニ 9,808,159,811 8,734,549,778 - -

法第 743 条第 1項の規定により道府県知事が価格等
を決定したもの	 ホ - - - -

合 　 計 ハ＋ニ＋ホ 30,015,769,567 28,587,634,297 - -

同
上
内
訳

市 町 村 分 の 額 - 28,587,634,297 - -

道 府 県 分 の 額 - - - -
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⑶　都 市 計
（単位：千円）

種 類 決 定 価 格 課 税 標 準 額

課 税 標 準 額 の 内 訳

課 税 標 準 の 特 例 規 定	
の 適 用 を 受 け る も の

イ

イ 以 外 の も の
ロ

市
町
村
長
が
価
格
等
を
決
定
し
た
も
の

構 築 物 10,450,958,192 10,179,385,577 245,937,231 9,933,448,346 

機 械 及 び 装 置 26,630,788,023 26,222,058,948 305,967,854 25,916,091,094 

船 舶 234,351,255 124,713,000 85,470,783 39,242,217 

航 空 機 12,090,128 11,895,260 200,279 11,694,981 

車 両 及 び 運 搬 具 283,386,107 281,841,904 1,263,138 280,578,766 

工 具 ･ 器 具 及 び 備 品 7,330,159,744 7,311,727,619 15,382,594 7,296,345,025 

小 計 ハ 44,941,733,449 44,131,622,308 654,221,879 43,477,400,429 

関

係

法
第
三
八
九
条

総務大臣が価格等を決定し、配分したもの 23,117,278,767 20,188,340,411 - -

道府県知事が価格等を決定し、配分したもの 1,202,322,731 917,378,538 - -

小 計 ニ 24,319,601,498 21,105,718,949 - -

法第 743 条第 1項の規定により道府県知事が価格等
を決定したもの	 ホ - - - -

合 　 計 ハ＋ニ＋ホ 69,261,334,947 65,237,341,257 - -

同
上
内
訳

市 町 村 分 の 額 - 65,237,341,257 - -

道 府 県 分 の 額 - - - -



− 261 −

⑷　町 村 計
（単位：千円）

種 類 決 定 価 格 課 税 標 準 額

課 税 標 準 額 の 内 訳

課 税 標 準 の 特 例 規 定	
の 適 用 を 受 け る も の

イ

イ 以 外 の も の
ロ

市
町
村
長
が
価
格
等
を
決
定
し
た
も
の

構 築 物 1,665,366,512 1,598,697,461 59,746,435 1,538,951,026 

機 械 及 び 装 置 4,202,338,511 4,116,771,575 71,471,841 4,045,299,734 

船 舶 43,247,886 22,194,389 15,611,533 6,582,856 

航 空 機 5,961,819 5,958,070 7,500 5,950,570 

車 両 及 び 運 搬 具 47,978,230 47,841,510 123,333 47,718,177 

工 具 ･ 器 具 及 び 備 品 866,702,253 858,982,514 5,704,252 853,278,262 

小 計 ハ 6,831,595,211 6,650,445,519 152,664,894 6,497,780,625 

関

係

法
第
三
八
九
条

総務大臣が価格等を決定し、配分したもの 7,641,224,405 6,861,711,560 - -

道府県知事が価格等を決定し、配分したもの 880,608,482 784,036,293 - -

小 計 ニ 8,521,832,887 7,645,747,853 - -

法第 743 条第 1項の規定により道府県知事が価格等
を決定したもの	 ホ 154,558,669 152,259,769 - -

合 　 計 ハ＋ニ＋ホ 15,507,986,767 14,448,453,141 - -

同
上
内
訳

市 町 村 分 の 額 - 14,330,582,833 - -

道 府 県 分 の 額 - 117,870,308 - -




